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お
住
ま
い
の
住
宅
が
地
震
に
対
し
て

ど
の
程
度
の
強
さ
が
あ
る
か
診
断
し
、

今
後
の
耐
震
化
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
く

た
め
の
事
業
で
す
。

◆
対
象
と
な
る
住
宅

・
１
９
８
１（
昭
和
５６
）年
５
月
３１
日
以

前
に
着
工
さ
れ
た
住
宅
で
階
数
が
３

階
以
下
の
も
の

・
在
来
軸
組
木
造
構
法
・
伝
統
構
法
で

建
て
ら
れ
た
も
の

・
賃
貸
住
宅
は
、
耐
震
診
断
に
つ
い
て

借
主
の
同
意
を
得
て
い
る
も
の

※
プ
レ
ハ
ブ
、
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
、
丸

太
組
工
法（
ロ
グ
ハ
ウ
ス
）な
ど
の
住

宅
は
対
象
外
で
す
。

◆
個
人
負
担
金
　
３
０
０
０
円

◆
募
集
戸
数
　
　
４６
戸

◆
そ
の
他
注
意
事
項

・
診
断
に
は
申
込
者
な
ど
の
立
会
い
が

必
要
で
す
。（
２
〜
３
時
間
程
度
）

・
町
が
行
う
耐
震
改
修
に
対
す
る
補
助

制
度
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
耐

震
診
断
事
業
を
受
け
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
耐
震
診
断
の
結
果
、
補
助
対
象
要
件

を
満
た
し
た
場
合
、
耐
震
改
修
の
設
計

を
行
う
た
め
の
費
用
や
耐
震
改
修
工
事

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

○
補
助
対
象
要
件

・
耐
震
診
断
の
結
果
、
評
点
が
１.０
未
満

で
あ
る
こ
と

○
補
助
対
象
額
（
上
限
）

・
耐
震
改
修
設
計
の
場
合
は
、
対
象
経

費
の
３
分
の
２
で
２０
万
円
が
限
度
と

な
っ
て
い
ま
す
。

・
耐
震
改
修
工
事
の
場
合
は
、
９０
万
円

が
限
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
両
方
の
補
助
金
を
受
け
る
と
１
１
０

万
円（
上
限
）と
な
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
募
集
戸
数

・
耐
震
設
計
　
１３
戸

・
耐
震
改
修
　
１５
戸

　
過
去
の
災
害
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

倒
壊
に
よ
る
通
行
人
の
死
傷
者
が
多
発

し
て
お
り
、
倒
壊
し
た
塀
が
道
路
を
閉

塞
し
た
場
合
に
は
、
避
難
や
消
火
活
動

を
妨
げ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
被
害
を
少
な
く
す
る
た
め

に
も
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
撤

去
、
ま
た
は
フ
ェ
ン
ス
や
生
け
垣
な
ど

へ
の
改
修
を
行
う
所
有
者
な
ど
に
対
し
、

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

◆
補
助
対
象
経
費

・
避
難
路
な
ど
に
面
し
て
い
る
危
険
性

の
高
い
既
存
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
塀
な
ど
の
所
有
者
な
ど
が
登
録
工

務
店
や
建
設
業
者
に
依
頼
し
て
行
っ

た
当
該
塀
の
撤
去
ま
た
は
安
全
な
塀

へ
の
改
修
に
要
し
た
経
費

◆
補
助
限
度
額
　
２０
万
円
／
１
件

※
補
助
対
象
経
費
が
２０
万
円
に
満
た
な

い
場
合
は
そ
の
額
と
な
り
ま
す
。

◆
募
集
件
数
　
５
件

耐
震
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

〜
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業
〜

耐
震
診
断
を
受
け
た
ら
？

〜
耐
震
改
修
設
計
費
補
助
事
業
・

　
耐
震
改
修
工
事
費
補
助
事
業
〜

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
安
全
対
策
に

対
す
る
補
助
事
業

消火栓や防火水そう付近は駐車禁止です！

　消火活動に欠かすことのできない「消火栓」や「防火水
そう」などの消防用水利などの周辺は、道路交通法で駐車
が禁止されています。
　「消火栓」や「防火水そう」は、道路や歩道などに設置さ
れており、その位置を示す標識を設置しているもの、路上や
フタにマーキング（黄色い塗装）をしているものなどがあり
ます。また、「消防水利」として指定されているプール、池、
井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
　違法な駐車車両は一刻を争う消火活動を妨げ、大きな災
害につながります。まさかのときのため、皆さんのご理解と
ご協力で、安心で安全なまちづくりを進めていきましょう。

〈道路交通法で駐車を禁止している場所（消防関係）〉
1　消防水利の周辺 
盧消火栓から5メートル以内の部分
盪消防用防火水そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5

メートル以内の部分
蘯消防用防火水そうの側端またはこれらの道路に接す

る出入口から5メートル以内の部分　
盻指定消防水利（プール、池、井戸、河川など）の標識が

設置されている位置から5メートル以内の部分

2　その他 
盧消防用機械器具の置場（消防自動車などの車庫や消

火用ホース格納箱など）の側端またはこれらの道路に
接する出入口から5メートル以内の部分　
盪火災報知器から1メートル以内の部分　
蘯駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地

がない場合


